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第11章 準備書に対する意見及び事業者見解  

11.1 準備書に対する住民意見と事業者見解 

環境影響評価準備書に対する住民意見は、 

 

6 名の方から合計 17 通提出された。 

表 11.1-1 に、提出された意見の分類別意見数を示した。 

最も意見が多かった分類としては「陸生動物、陸生植物、生態系」及び「環境影響評価全

般」であった。 

住民意見及び事業者見解を表 11.1-2 に示す。 

 

表 11.1-1 住民意見の分類別意見数 

分類 意見数

大気質、騒音、振動 3

地下水の水位及び水質 3

陸生動物、陸生植物、生態系 5

土壌汚染 1

環境影響評価全般 5

合計 17
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表 11.1-2(1) 住民意見と事業者見解（大気質、騒音、振動） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

1 2-6 

 

建設機械からの排ガス 

予測結果・評価 

・環境への影響は事業者の実行可能な範囲

で回避又は低減が図られていると評価す

る。 

工事用車両の走行による騒音影響 

予測結果・評価 

・環境への影響は事業者の実行可能な範囲

で回避又は低減が図られていると評価す

る。 

水質についてもすべて最後の文言はこの

事業者云々で終わっているけど何が問題

と云えば、事業者が実行するかしないかに

かかっている他力本願もいいところで、行

政の責任を免れる意図を感じる。 

予測結果については、回避・低減の観

点の評価と、基準・目標との整合性から

の評価の二つの観点で評価しています。

基準値等が設定されている項目について

は、その基準値等と比較して満足してい

るかどうかについて評価し、また実施し

うる回避又は低減の措置があるならば、

事業者が実施の可否を適切に判断してい

るかどうかについて評価しています。 

本業務の実施に際しては、各予測項目

ごとに環境保全措置を検討し、出来る限

り有効な環境保全措置を選定していま

す。 

2 2-9 

 

大気質、評価結果の概要 

・対象事業実施区域に最も近接する集落 1

箇所において一般環境大気質の現況を把

握した。 

・工事車両及び供用時における関係車両の

走行ルート沿道に位置する 5 箇所におい

て環境大気質の現況を把握した。 

予測値は環境基準、大気汚染に係る環境保

全目標及び中央公害対策審議会答申の短

期暴露指針を下回っているため基準又は

目標との整合は図られていると評価する。

これ等をみるとすべて予測であって、現況

を把握したと何で云えるのか。まだ始まっ

ていない時期の予測ではあてにならない。

準備書 p.8.1-1～10 に示す大気質及び

気象の現地調査結果はすべて現地におけ

る測定結果であり、「予測」ではありませ

ん。 

また大気質の予測は、現地調査結果を

バックグラウンド濃度として、本事業の

工事時期又は供用後の活動内容を勘案し

て将来予測を行っています。 

 

3 2-10 (6)環境保全計画の概要 

大気質・資材や機械の運搬車両からの排ガ

ス発生量の低減を図る 

・ディーゼル車を使用する場合には、ばい

じん対策等の十分な排ガス対策を講じた

車両を使用するよう指導する。 

・工事用機械の過負荷運転や空負荷運転を

避けるよう工事関係者に指導を徹底する。

と、こんな風に書かれているけど排ガス発

生量の低減を図るとはどんな用式で...と

云う答えが無いし、関係者に指導を徹底す

ると云っているが、守られなかった場合に

はどうするのか？ 

すべて机上の空論ではないか! 

完全な答えを希う。 

工事関係者には、「自動車から排出され

る窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置

法」（平成四年六月三日法律第七十号）に

既定する排出基準を満足する車両を使用

させる計画です。 

また工事関係者には、安全運転の徹底、

急発進・急加速の禁止、集落内での最徐

行、交通法規の遵守等を徹底します。 
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表 11.1-2(2) 住民意見と事業者見解（地下水の水位及び水質） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

4 2-4 

 

・造成地の存在及び工作物(コンクリー

トピット等の地下構造物、地下水の集

排水管)の存在により風化層中の地下

水位が変化する可能性 

・樹林帯及び湿地帯から施設利用への

変更に伴って流出係数が変化し、降雨

時における地下水位が変化する可能性

・施設用水として地下水を取水し、地

下水位が変化する可能性 

これ等のことから判断すると地下水に

対する影響が厖大なものであることが

解る。これは大きな問題だ。 

そうなってしまった場合の対策はある

のか。住民の井戸水は死活問題なのだ。

責任をどうとる! 解答を 

土地の造成、構造物の存在、地下水の取水

に伴い地下水位や表流水の流量が変化する

ことも考えられますが、本事業では高山川の

集水域を変更するものではないことから、対

象事業実施区域から排出される水量は大き

な変化はないものと考えています。 

環境保全措置として、法面の緑化、浸透桝

の設置による雨水排水の浸透促進を行うこ

とから、地下水涵養が促進されると考えてお

ります。 

これらのことから、対象事業実施区域内改

変区域から約 1ｋｍ下流に位置する下之川集

落内の各井戸の地下水位への影響は軽微で

あると考えています。 

なお、工事着手から供用終了までの間の毎

月、観測井戸及び下之川集落内の民家井戸を

代表点として地下水位及び水質の事後調査

を行い、影響の有無の確認を行い、定期的に

公表する計画です。 

5 2-7 

 

地盤改良 

・施設の建設に伴い薬液注入を伴う地

盤改良を行う。これが一番の問題点だ。

地下水の影響は考えたのか! 

・造成地を人工盛土地質のため工作物

の存在により、地形及び地質土地の安

定性への影響が考えられる...として

いるのはやはり液状化を考えているの

か？! 

地盤沈下、各家庭の井戸水への影響を

どのように考えているのか。井戸水へ

の影響があった場合どうやって誰が責

任をとるのか是非答が聞きたい 

埋立地等構造物の建設予定箇所の一部の

表層には軟弱地盤が確認されており、地盤改

良を行います。その場合の改良材としてセメ

ント系固化材の使用を計画しています。この

地盤改良は、構造物の基礎としての液状化防

止及び支持力の確保のために実施します。 

深層混合処理工法等セメント系固化材に

よるアルカリ流出については、一般的には

「地盤が有するアルカリ中和能力が比較的

高いことから、アルカリの地盤中での浸透距

離が数十 cm 程度である」とされており、地

盤改良箇所から周辺地盤へ浸透することに

よる影響は少ないものと考えられます。 

なお、工事中には事後調査を実施し、コン

クリート打設工事及び地盤改良によるアル

カリ排水の影響の有無について監視するこ

ととしています。 

本事業では、高山川の上流部において、樹

林の伐採、土工事、地盤改良等の工事を行い

ますが、早期緑化、地下水涵養、工事排水対

策の環境保全措置を行うこと、また改変区域

と下之川集落の最寄の井戸までは約1kmある

ことから、各種工事による井戸への影響は軽

微であると考えています。 

なお、工事着手から供用終了までの間の毎

月、観測井戸及び下之川集落内の民家井戸を

代表点として地下水位及び水質の事後調査

を行い、影響の有無の確認を行い、定期的に

公表する計画です。 
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表 11.1-2(3) 住民意見と事業者見解（地下水の水位及び水質） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

6 2-8 

 

地下水の水質及び水位 

・工事の実施に伴う地下水位の変化、地下

水位流動方向に対する影響は雨水流出係

数の変化に伴う沢水流量が予測されるが、

高山川を流下する間に地下水を涵養する

ものと考えられ雨水流出率の変動に伴う

影響は軽微であると考えられる...とある

が、これも予測であって影響大の場合の解

答がない。 

・使用時には地下水を取水する場合が考え

られるため地下水揚水に伴う影響圏半径

を算出・予測した結果、影響半径は 40ｍ

であり、対象事業実施区域以外に及ぶもの

ではなかった。そのため地下水揚水に伴う

影響は軽微であると考えられる...という

のも予測であり影響大の場合の答がない

のはどうして？ 

地下水の問題は住民にとって重大な死活

問題 

 

 

工事の実施に伴う地下水位の変化、地

下水位流動方向に対する影響は、雨水流

出率の変動に伴う影響は軽微であると考

えられますが、影響の有無の把握のため、

工事着手から、観測井戸及び下之川集落

内の民家井戸を代表点として地下水位及

び水質の事後調査を行います。 

万が一異常が認められた場合には、三

重県及び井戸所有者等と協議して、調

査・対策を行うとともに、影響要因の改

善を行います。また事後調査結果は定期

的に公表します。 

供用時における地下水位の変化、地下

水位流動方向に対する影響は、地下水揚

水に伴う影響圏半径が 40ｍであることか

ら、影響は軽微であると考えられますが、

影響の有無の把握のため、工事着手から、

供用終了まで、観測井戸及び下之川集落

内の民家井戸を代表点として地下水位及

び水質の事後調査を行います。 

万が一異常が認められた場合には、三

重県及び井戸所有者等と協議して、調

査・対策を行うとともに、影響要因の改

善を行います。また事後調査結果は定期

的に公表します。 
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表 11.1-2(4) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

7 1 

 

当該地は、美杉村の中でも特に貴重な場

所であります。早くから放棄されていたた

め、昔のままの姿で自然が残されいます。

私は 20 数年、日本野鳥の会に参加してい

ましたが、歳を経る毎に自然破壊が進み、

貴重な動植物が姿を消して参りました。い

ろいろな開発場所においても、当初の計画

では、工事完了後、もとの姿に復元する予

定であった所も結果として姿を変えてし

まった所を多々見て参りました。自然はた

やすくこわれるものです。隠し田のあと

は、野鳥達の餌場ともなっており、今のま

まで、据置かれる事を望みます。 

本事業では、40.1ha のうち 8.9ha を造

成し、残りの 31.2ha は非整備区域として

樹林地、草地等のまま保全します。非整

備区域の中には、過去に水田であった草

地も含まれており、周辺の樹林地と一体

となった自然環境の保全に努める計画で

す。なお、当該地が過去に隠し田であっ

たことは確認できません。 

また整備区域の植栽は郷土種を基本と

する計画であり、鳥類の食餌対象となる

実のなる木を植栽する計画です。 

以上のとおり、土地利用計画での配慮、

郷土種による植栽により、鳥類をはじめ

とする動物への影響は最小限にできるも

のと考えています。 

8 3 歴史的見地から 

江戸時代の隠し田と言う特殊な歴史を

持つ現地は、下之川の人たちが守って文化

的価値のある場所です。隠し田は時の権力

に対して秘かに守り続けてきた場所であ

り、そこがゴミ捨て場となる事に対してご

先祖様ならずとも大変残念な事でなりま

せん。 

環境保全について 

準備書記載の生物列挙には環境省及び

三重県のレッドデータリストの記載が全

くありません。分かりにくいデータリスト

です。 

現地を訪れた時感じたのは、美杉中いや

日本中探してもほとんどない素晴らしい

環境と言うことです。 

雲母がきらめく川の流れの底を覗けば

すべての生き物を見る事が出来る日本屈

指の清流と言えます。 

湿地の昆虫やトンボバッタに至るまで

間近に見る事が出来る環境です。準絶滅危

惧種もかなりいるはずです(イモリ、コオ

イムシは確認済み)。 

植生は本当に豊かです。 

春から秋にかけての植物はほとんど群

生しています。個体の数が多いのは踏み荒

らされていない事や歴史的に長い期間環

境が変化しなかった事、盗掘されていなか

った事に由来します。 

生物は環境の生き物です(人間も含め

て)。あの環境を人間は作る事ができない

のです。 

 

対象事業実施区域内の水田跡地につい

ては、最上流部の場所は改変しますが、

非整備区域内の場所については、現況の

まま保全する計画です。なお、当該地が

過去に隠し田であったことは確認できま

せん。 

環境省レッドリスト及び三重県レッド

データブックを含めた重要な種の選定根

拠は、準備書 p.8.9.1-3 に記載していま

す。また重要な種の選定根拠となった記

号は、動物・植物・水生生物ごとの重要

な種の一覧表に記載しています。 

学識経験者は、対象事業実施区域を含

めた当該地域の状況に詳しい方々に依頼

しています。 
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表 11.1-2(5) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

8 3 移植してもあの環境が無ければ生物は

消滅します。場所さえ作ればと言う単純な

ものではありません。 

湿原の周辺美杉ではほとんどない広葉

樹の森もあります。 

湿原は鳥のえさ場で耳を澄ませば鳥の

さえずりも種類が多く聞こえていました。

ほぼ木陰の山歩きは夏場心地よいもの

でした。60 代 70 代の人でもゆっくり森林

浴をしながら山道を歩く事は正にセラピ

ーロードと言うべきでしょう。 

なぜゴミ捨て場？と深く深く疑問視せ

ざるを得ません。ゴミ捨て場にするのは本

当に残念でバチ当りです。 

 

学識経験者の意見について 

有識者の方々は現地に足を運ばれまし

たか？パソコンを見ながら書かれたので

しょうか？ 

それならば絶滅危惧種のリストに記号

位（絶滅ＥＸ 野生絶滅ＥＷ 絶滅寸前Ｃ

Ｒ 絶滅危惧種ＥＮ 危急ＶＵ 保全対

策依存ＣＤ 準絶滅危惧種ＮＴ 軽度懸

念ＬＣ）入れてください。 
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表 11.1-2(6) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

9 4 環境の事と云っても、市の説明はあまりにもお粗末す

ぎる。植物は他所へ移植して、継続観察すると云うが、

枯死しない保証は何もないし、又希少昆虫も似た環境へ

移すと云うが、誰がするのか？ 

沼地の小昆虫を簡単に回収出来るとはとても考えら

れないし、お座成りの一時逃れの言訳にしか聞こえな

い!! 

あの湿地の希少昆虫が絶滅したら、どう責任を取るつ

もりなのか？何の為の環境調査なのか。調査すれば良い

と云うものではない。報告を受領し、内容を検討し保全

が不可能である事を認めたら、即、中止すべきである。

又、環境影響評価準備書 p.43 によればクマタカ 2 番

が棲み付いているとか、営巣時期は工事をひかえると云

ったが、重機が入り、大音響が響くと、この地をあきら

め、飛び去るであろうと思うし、この恵まれた環境を逃

れて、どこで営巣するのか？ 

 

水について） 

現地は津市及び松阪市の一部（三雲、嬉野）へ配水し

ている上水道の水源地の１ツである。現在利用している

人々は、非常な危機感を持っている。市は安全安心と云

うが、人工物に永久はない!! まして、南海、東南海地

震が近い事を考えると、現在の市職員諸氏が在職中に飲

料水が汚染されるであろう事は考える迄もない事であ

る。市長を始め、貴方達はその水が飲めますか？又、将

来、貴方達の子供や孫がその水を飲むのですよ、耐えら

れますか？ 

これは、環境破壊と税金の無駄使いです、すぐ止める

べきです。 

前松田市長が企てた、高山の地権者から、法外な高額

で買収した土地、多くの公共工事を作出して、土木業者

をもうけさせた事、もう良いでしょう。 

森林セラピー基地に認定された緑豊な美杉の本来の

目的に立ち帰って、現状をそこなう事なく、遊歩道を設

置して、森林浴基地として、観光客を誘致し、村おこし

に貢献すべきです。 

 

そもそも、市が当初から空ビンに入れて掲示説明した

様な埋設物、即ち茶碗やブロックの割れ等は、多額の税

金を浪費して埋めるべきものではないのだから、国が提

しょうしているゴミゼロ運動へ方向転換すべきです。 

又、こんな安全なものなら、何も自然を損ってまで多

額の費用を使って埋めなくても、有用な使途がある筈で

す。 

どうぞ担当諸氏、智恵を絞ってガンバッテ下さい。 

 

吾々の意見書、出させてそれで事足れりと云うことな

く、有効に検討、ご利用下さる事を期待します。 

事後調査では、両生類、昆虫類、ク

モ類の移動及び植物の移植を計画し

ています。工事実施前には移動・移植

適地を選定し適期に実施します。実施

者は津市になります。植物の移植後は

定期的に活着状況を確認するととも

に、植物の移植は学識経験者の指導を

受けながら実施します。 

対象事業実施区域の非整備区域内

には、谷底低地の草地や山地の樹林地

を残す計画であり、移動・移植対象種

の現在の生息・生育環境と同様の環境

が保全されるものと考えております。

クマタカについては、95％行動圏又

は最大行動圏が対象事業実施区域に

含まれるものの高利用域には含まれ

ていないため、影響は小さいものと考

えられます。 

なお、事後調査ではクマタカ、サシ

バの調査を行い、生息状況を把握しま

す。 

本最終処分場では、リサイクルセン

ターから持込まれる不燃残さを埋立

てる計画であり、有機物等の混入はほ

とんど無いものと考えています。埋立

前には不燃残さの洗浄を行うことか

ら、有機物等の付着があったとして

も、洗浄により取り除かれると考えま

す。 

事業実施に際しては、本最終処分場

が水源地に位置していることを認識

し、施設の徹底管理・事後調査の実施

により、適切に運営してまいります。

対象事業実施区域内には非整備区

域として草地や樹林地を残すととも

に散策路を整備する計画です。美杉町

の森林セラピーロード等と広域的に

相乗効果をもたらす整備を考えます。

 

津市では、平成 21 年 3 月に「津市

一般廃棄物処理基本計画」を策定し、

ごみの削減、持続可能なまちづくり、

人と自然のつながりのあるまちづく

り、環境活動の推進を基本方針として

おります。この基本方針に示すとお

り、ごみの削減に努め、人と自然のつ

ながりのあるまちづくりを目指しつ

つ、本事業を進めてまいります。 
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表 11.1-2(7) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

10 5-2 津市最終処分場予定地の高山には、昔沼田が有り

おいしいお米が取れたそうです。後放棄田となり長

い年月の経過と共に美しい湿地と化し広がり清らか

な水の流れは正に別天地です。地球温暖化を防いで

くれると言われる湿原、人工的には作ることが出来

ないといわれ、ラムサール条約等国際的にも湿原の

保護がいわれる時代になりました。高山の湿原には

希少動植物が存在しています。環境評価準備書によ

れば、それら対象種に、移動、移植、モニタリング

と有りますが、とんでもない事です。彼の動植物達

は、その場所が生態系の保たれる世界であり、人間

の手によって移動移植はやがて絶滅へと追いやられ

るは必定です。特に移動出来ない希少動物植物のす

む地域は人間の手を加える事なく、そのままに保護

されるべきで有り、又その方向に進められているは

ずです。 

私も高山でコオイムシに出合いました。小さな個

体でした。調査された結果、その動植物の個体数は？

それ等の個体を何処の場所に、誰の手によって移さ

れるのでしょうか、お尋ね致します。 

 

又、森の頂点に立つクマタカＡつがい、Ｂつがい

が棲息するすばらしい森です。水源涵養や二酸化炭

素の吸収など何ものにも変えがたい、津市民の命を

守ってくれている水資源、美しいこの森を守ること

すれ、天に唾吐くが如きごみ最終処分場にしてはな

りません。増してや年々激しくなる天災、ゲリラ豪

雨による鉄砲水、洪水、土砂災害、交通の遮断等絶

えず苦しめられて来たこの土地、どこかに作らなけ

ればならない処分場だからと進めて行けばよいと言

うものではありません。あの広大で軟弱な土地（土

地の人ならば知っている）、一度手を付ければ計り知

れない事態が起きるであろう事は土地の人ならば知

っているのです。選考委員の先生方は適地だとは言

われなかったはず。（久居公聴会傍聴）。一度手を加

えればより大きな災害を誘発するであろう危険性を

はらんでいる土地なのです（地元の人は知っている

はず）。科学技術万能の机上の理論が先の原発事故に

よって安心安全神話、共に崩壊した今だからこそ、

よりリスクの少ない場所に が自然の流れではない

でしょうか。数名の反対者が居ますがとのコメント

が報道され、その後に住民の過半数以上の反対署名

簿が市に提出され、それでも何故か進められて行く

奇怪さよ!  

推定活断層の現実、必要な処分場建設ならばこそ

安心安全な場所にそこには利害が微塵もからんでは

ならないのです。市民が将来に渡り、命の危険に晒

らされ脅えながらの生活を強いられる様な事態に決

してならない事を祈るのみ。 

移動の対象種は、両生類：ア

カハライモリ、ヒキガエル、昆

虫類：オオコオイムシ、クモ類：

キジロオヒキグモ、移植対象種

は、エビネ、キンランです。 

調査範囲内で確認した箇所数

及び個体数(植物は株数)は以下

のとおりです。 

アカハライモリ：21 箇所、1

～19 個体 

ヒキガエル：21 箇所、1～2

個体 

オオコオイムシ：19 箇所、1

～15 個体 

キジロオヒキグモ：1箇所、1

個体 

エビネ：31箇所、1～60 株 

キンラン：3箇所、1～5株 

移動・移植の実施者は津市に

なります。移動・移植に熟練し

た調査会社に委託して、移動・

移植を行います。 

移動・移植先は、工事着手前

に現地を踏査し、学識経験者の

助言を受けながら決定します。

 

対象事業実施区域内の土地の

造成は、「林地開発許可技術基

準」、「河川砂防技術基準（案）

同解説」に規定する基準を満足

しています。降雨時には防災調

整池で流量調整した後、下流河

川に影響のない流量にて放流し

ます。 

対象事業実施区域のうち非整

備区域の一部及びその周辺は、

砂防指定地に含まれている等、

防災には特に注意する必要があ

る地域であると認識していま

す。造成計画、防災計画に関し

ては充分な検討を行い、安心安

全な処分場の建設・運営を行い

ます。 
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表 11.1-2(8) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

11 6 建設予定地の湿原は江戸時代の隠し田といわれており、昭和

30～40 年代まで稲作がおこなわれていたようです。 

隠し田は沼地といわれ腰までつかる深さだったそうです。土

木（ドギ）といって木を２本渡してその上に人が乗って田植え

をし、また刈り取った稲は田船に載せて運んだという辛い労働

の歴史がありました。 

予定地の東側には祠があり、隠し田として時の権力に立ち向

かい、作物の豊作と人々の無事を願う、民衆の祈りの場であっ

たはずです。民族の歴史と文化遺産の地域であると考えられま

す。 

このことを地域の人は忘れ去り、新しい道路建設と引き換え

条件にこの地に新最終処分場を誘致してしまいました。 

ここで稲作が行われていた頃は農薬や化学肥料が使用され始

めていたと思われますが、その後耕作放棄され、農薬や肥料の

影響の無い良好な湿地になり、山の谷あいでひっそりと動植物

の営みを支えてきました。 

水生昆虫のオオコオイムシが多く確認されたことがそれを証

明しています。 

湿原および周辺には 753 種もの多様な植物の植生が見られ、

さまざまな昆虫の住処となり、鳥類の餌場となり、周辺の針葉

樹林には貴重なラン科植物がアセスメントで確認されただけで

も 15 種類、他に私達でオニノヤガラも確認しました。シダ植物

はアセスメントで 83 種類も確認されています。 

湿原と周辺の広葉樹林には、アセスメントにおいて 43 種類も

の鳥類が確認されています。これら以外にも未確認の鳥がいる

はずです。渡り鳥を入れるともっと増えるでしょう。国蝶のオ

オムラサキのいる樹林でもあります。 

この地は、植物連鎖の頂点に立つ猛禽類の餌場であります。

猛禽類はクマタカだけでなく他に 12 種類も確認されています。

また、湿地の端には、金雲母のきらめく透き通る水の渓流が

あります。 

湿地環境は 1.8 ヘクタールと記載されていますが、杉植林の

湿地を入れるともっと広くなるでしょう。 

耕作放棄された水田にスギを植林していますが、湿原に流れ

る水量が多いのか貧栄養な土地の証なのか？30年生と思われる

スギでも大きくはならず、根が張らずに倒れた杉が多くありま

す。 

 

（湿地の調査） 

杉植林内の湿地においては、詳しい調査がされていないよう

です。 

私達は、杉植林湿地においてシャジクモ類の仲間と思われる

沈水植物を確認しました。シャジクモは 4 億 5 千年前よりもず

っと昔から、水中で繁栄してきた藻（そう）類であり、陸上植

物の起源を知るためのカギとなる生物です。 

シャジクモ類のおおくは環境省の絶滅危惧種Ⅰ類であり、こ

のような生物の見落としは、アセスメントの調査そのものが表

面的な種の調査のみで学術的な調査がおこなわれていないと断

定できます。 

（湿地の調査） 

調査方法、調査時期、調査

地点については方法書を公

開して、多方面の方々の意見

を伺いながら実施していま

す。さらに、調査方法につい

ては学識経験者の意見を聞

きながら実施しています。こ

のため、調査結果は環境影響

評価を実施する上で妥当で

あると考えています。 

なお、当該地が過去に隠し

田であったことは確認でき

ません。 
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表 11.1-2(9) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

11 6 （赤水） 

湿原上流付近では、尾瀬ヶ原の赤田代のような赤

い水の流れるところが何箇所かありました。水の流

れのないところでは、酸化鉄の皮膜と思われる油膜

が確認されました。花崗岩が基盤となっているた

め、花崗岩の鉄分かと思われますが、付近には黒い

石がありその関係も調べる必要があるでしょう。 

 

下が花崗岩の岩盤で湧き水が染み出ている貧栄

養な湿地の可能性もあり、貧栄養湿地で育つニッポ

ンイヌノヒゲの群生が確認されています。 

このようなところでは、他の湿原にない特異な植

物が現れる可能性があります。 

湿原の１部では、やや栄養分の多い鉱物質土壌に

生育するコマツカサススキの生育も確認されてい

ます。このような事からこの湿原は渓流の流れに沿

って東西に広がり、多様な植物の生育する特異な湿

原であると思われます。 

 

（湿地の総合的調査） 

アセスメントでは、動植物の種類を調査しただけ

で湿地の総合的な生態系の調査はおこなわれてお

らず、湿地の泥炭の深さ・質・形成など学術的調査

をすべきところです。 

この地は山地の隠し田であったゆえに耕作放棄

されたあとは、人が足を踏み入れたこともなくひっ

そりと動植物の営みがおこなわれていました。 

 

（動植物の調査時期・回数） 

動植物の固有種も存在するかもしれません。マム

シグサ・ホシクサなど固有種も調査すべきです。い

かに人が調べたとしても見落とされる動植物は必

ずあります。 

アセスメントでは、湿原の植物のよくわかる６・

８・９月の調査がおこなわれていません。菌苔類・

地衣類の調査時期は1回のみでよいのでしょうか？

 

 

（赤水） 

地下水が地表に出た場合には、マンガ

ンや鉄が酸化して赤水となる場合があ

り、対象事業実施区域内の沢沿いにも見

られます。自然現象と考えられるため、

調査実施は考えておりません。 

 

（湿地の総合的調査） 

準備書資料編 p8.8-4～5 にはボーリン

グ柱状図（No.3、4、5）を掲載していま

す。地表から 3～4ｍまではシルト質砂、

砂質シルト、砂礫となっており、その下

は花崗岩の基盤岩となっています。地表

付近には数十ｃｍ程度の植物体で覆われ

ていますが、いわゆる泥炭状とはなって

いません。 

 

（動植物の調査時期・回数） 

ホシクサは、準備書 8.10 陸生植物

8.10.1-22 項に生育状況を示していま

す。調査対象範囲では、対象事業実施区

域外の水田雑草群落で生育を確認しまし

た。また、マムシグサは重要種に該当し

ないため、準備書本編には記載がありま

せんが、調査対象範囲内に生育を確認し

ています。資料編 資料 8.10-11 項、表

8.10.1-1（10）№671 に確認種としてあ

げております。 

また、調査方法、調査時期、調査地点

については方法書を公開して、多方面の

方々の意見を伺いながら実施していま

す。さらに、調査方法については学識経

験者の意見を聞きながら実施していま

す。このため、調査結果は環境影響評価

を実施する上で妥当であると考えていま

す。 
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表 11.1-2(10) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

11 6 （評価の文言） 

準備書内 表 6.9-3 では、トゲヒシバッタ、オオ

コオイムシ、トゲサシガメ等の･･･湿性草地は 4.5％

が 1.5％減少し 3.0％となり･･･高山川では上流域が

造成により消失する･･･ 

表 6.9-4 では、オオコオイムシ、コスジマグソコ

ガネについては･･･事業実施区域内で確認された生

息地の保全に努める。 

表 6.9-11 では、河川では、対象･･･高山川の上流

部は造成により一部改変されるため生育環境は減少

する。 

この表記では同じ場所が消失、保全、減少となり

つじつまが合わない、ごまかしのような表現です。

 

（動物の移動） 

湿性草地の減少は 4.5 パーセントが 1.5 パーセン

ト減少し、3.0 パーセントとなるのは、数字上では減

少が小さく思えますが、実に 3 分の 1 の湿原が消え

ます。 

消失するところは、シャジクモ・ニッポンイヌノ

ヒゲ・オオコオイムシなどの生育する上流の湿原で

あり特異な環境です。 

下流域の湿原はわずかに性質が違い、そこに移植

しても育つ保証はありません。 

キンランや湿原の動植物はデリケートで、もっと

も適した環境にしか育ちません。 

 

（植物移植の専門家） 

移植・移動において専門家の指導を受けるとあり

ますが、そんな専門家は存在するのでしょうか。 

専門家のお名前をぜひ挙げてください。仮に建設

をするなら移植・移動をして確実に成功してからに

するべきです。 

 

水田や荒れた湿原が以前の植生に戻るのに 40～50

年かかるといわれています、耕作放棄されてから 30

～40 年になります、あと 10 年もすれば今まで見つけ

られなかった貴重な動植物が蘇る可能性がありま

す。 

それを待たずに湿原の埋め立てをおこなうのはも

ってのほかです。 

 

 

（評価の文言） 

昆虫類の保全措置の詳細は8.9.4昆

虫類（3）予測・環境保全措置の項に

示したとおりです。「同種の生息地は、

調査範囲では 19 箇所で確認され対象

事業実施区域には 15 箇所、対象事業

実施区域外に 4箇所確認されている。

対象事業実施区域の 15 箇所の生息地

のうち、7箇所が改変区域に含まれる。

対象事業実施区域内の生息地のうち

高山川上流域の生息地は造成に伴い

消失するが、下流の生息地は残され

る。また、対象事業実施区域周辺の生

息地には直接改変の影響は及ばない」

として上流の生息環境については、改

変区域に含まれる生息地と改変区域

に含まれない生息地を区別して評価

しています。 

また、水生生物でも同様に準備書

8.11.1 

魚類（3）予測・環境保全措置及び

評価等に示したとおり、「河川では、

対象事業実施区域内を流れる高山川

の上流域は造成により一部改変され

るため生息環境が減少する。角原川の

支流の上流も進入路工事により一部

が改変される。対象事業実施区域の西

側に流れる八手俣川と高山川との合

流点より上流側には造成による土地

の改変はないことから直接的な影響

はない。」としており記述に矛盾はあ

りません。 

  

（動物の移動） 

オオコオイムシの移動は、準備書

「8.9.4 昆虫類（3）予測・環境保全措

置及び評価、表 8.9.4-19」に示したと

おりです。対象事業実施区域内には改

変区域に含まれない生息地もあるた

め、移動による個体の保全は可能と考

えています。 

 

（植物移植の専門家） 

植物の移植に際しては、植物に係る

学識経験者の助言を受けながら移植

計画、事後調査を実施します。なお、

学識経験者は今後、適任者を選定しま

す。 
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表 11.1-2(11) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

11 6 （アルカリ排水） 

この湿原にコンクリートの箱物を作るというのはいか

がなものでしょう。いかにプレキャストコンクリートと

排水処理施設での中和処理をおこなっても、長期間の間

にはコンクリートの底面からはコンクリートのアルカリ

排水が地下にしみこんで湿原に侵入します。シートによ

る皮膜をおこなっても、廃棄物の汚水が出る可能性もあ

ります、付近の水質の事後調査で汚染が判明してからで

は湿原への影響が出たあとになり意味のないことです。

 

（植栽） 

もしも新最終処分場を建設し、動植物の移植や移動を

しても本来の自然環境は守られることがなく意味のない

ものです。緑化をしてもそれらはその地においては外来

種であり植生のかく乱を招き本来生育していた者、これ

から生育しようとしていた生物には外敵です。 

 

（獣害） 

現在問題になっている猿・鹿・猪による獣害は、これ

らの天敵である猛禽類や狐がいなくなることが一因にあ

ります。人間の開発によりそれらは住処を失い生息数が

減ったために、猿・鹿・猪が繁殖したと思われます。 

山間地のこの場所を開発して新最終処分場を作ると、

猛禽類の餌場がなくなりそれらは姿を消します、狐もい

なくなり、ますます猿・鹿・猪が増えます。 

少しの部分を自然公園として残しても、工事のときの

騒音や排気ガスの影響で環境の変化に敏感な動物・鳥類

は住処を移します。工事により消滅する動植物が多くあ

ります。 

鹿・猿・猪は、ふもとの民家のあることろに移動し周

辺の獣害はますます深刻なものとなります。 

 

ここに地域住民が新最終処分場を誘致申請したとして

も、学識あるものは環境保全の見地から建設反対を申し

述べるべきです。 

ここに建設されるということは、全国的にもまれで貴

重な自然財産をなくすことです。三重県ならびに津市の

環境行政の質が問われるでしょう。 

 

（アルカリ排水） 

地盤が有するアルカリ中和能力

は比較的高く、アルカリの地盤中

での浸透距離は一般的には小さい

とされています。そのため、大き

な影響はないものと考えていま

す。 

なお、河川水及び地下水を対象

とした水質の事後調査は、工事開

始直後から 1 回/月の頻度で実施

し、異常がみられた場合には速や

かに関係機関との協議及び対策を

実施します。 

 

（植栽） 

対象事業実施区域内の緑化は郷

土種による植栽を計画しておりま

す。そのため影響は小さいものと

考えています。なお、移植先とし

て想定される非整備区域において

は、現況の植生を保全し、植栽は

必要最小限とするため、影響は少

ないと考えています。 

 

（獣害） 

猿・鹿･猪による三重県内の農業

被害は増加傾向にあり、深刻な問

題となっています。生息数は、狩

猟者の減少、中山間地域での人圧

の低下、暖冬、休耕田の増加、森

林開発等により増加傾向にあると

されています。これらの動物によ

る獣害対策では、捕獲力の強化、

地域の活性化、獣害につよいまち

づくり、野生動物が生息しやすい

森林環境づくり等があります。 

本事業では、工事実施の影響に

より猿・鹿・猪を含めた動物全体

の周辺地域への一時的な逃避が予

測されますが、工事の完了ととも

に生息が回復されることにより、

猿・鹿・猪を含めた動物全体の対

象事業実施区域内での生息が回復

すると考えます。 

また、獣害につきましては、ひ

とつの事業ではなく、関係する地

域や行政が連携した対策・取組み

が必要な問題であると考えます。 
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表 11.1-2(12) 住民意見と事業者見解（陸生動物、陸生植物、生態系） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

11 6 （生物多様性） 

湿原は多くの動植物が生育・生息する生物多様性の高

い生態系として重要であるといわれています。ここに新

最終処分場を建設することは平成20年に制定された生物

多様性基本法の理念に反することです。 

 

ここは、赤目一志県立自然公園の中にあり、すぐ近く

に室生赤目青山国定公園があり自然環境豊な地です。新

最終処分場の建設は中止にし、建設予定地の環境を自然

公園として永久に保護していくことを御願い申し上げま

す。将来周辺湿地と共にラムサール条約に登録しましょ

う。津市においては、国定公園や自然公園内での新最終

処分場の建設はしないようにしましょう。 

なお、地元住民の長年の願いである道路建設に反対す

るものではありません。 

 

注（）内は、意見部分を示すために追記した見出しで

ある。 

（生物多様性） 

対象事業実施区域内の非整備区

域では、湿性草地及び周辺樹林を

保全し生物多様性の確保を図ると

ともに、散策路を整備して人と自

然とが触れ合える活動の場とする

計画です。 

 

 

 

表 11.1-2(13) 住民意見と事業者見解（土壌汚染） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

12 2-5 

 

岩石には自然的に重金属が含まれている。 

対象事業実施区域内に分布する花崗岩及び風化花崗岩

を対象とした掘削工事、掘削土砂の盛土材料へ転用した

場合、工事箇所から基準値を超過した「重金属」が溶出

し周辺地下水や河川に影響を与える可能性がある、とし

ている。どんな方法でこれを防ぐのか？ 

地下水の問題は重大なことであって、影響が出てから

問題視してももう手遅れなのだ。 

地下水に対しては問題だらけだ。これをどうやって解

決するのだ。是非聞きたい。いい加減な答えは聞きたく

ない。 

事後調査に記載したとおり、工

事着手前には対象事業実施区域内

の土壌調査を実施し、重金属の有

無を確認します。 

重金属が確認された場合には、三

重県環境生活部と協議し、「土壌汚

染対策法」（平成 14 年 5月 29 日、

法律第 53 号）及び「三重県生活環

境の保全に関する条例」（平成 13

年 3 月 27 日、三重県条例第 7号）

等に基づき調査、対策を実施しま

す。 
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表 11.1-2(14) 住民意見と事業者見解（環境影響評価全般） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

13 2-1 

 

建設地決定までの経緯 

H.20.2.29 地区 3 役で津

市へ処分場候補地申請する。

申請書には地域住民の7割が

賛成との書類が付けられて

いるが全くの「ウソ」であり、

その時点で住民の大部分は

応募したことすら知らず新

聞報道で初めて知った。 

地権者についても、立に関

わった者達以外は知らず後

日説得して回った。 

こんな”でたらめ”がまか

り通っていたのだ！ 

最初からウソ八百で始ま

った処分場建設なのだ。 

それに対してどう答える

のか楽しみだ！ 

 

新最終処分場建設候補地の選定には地元との合意形成が

最優先との考えから公募方式を採用しました。応募いただい

た美杉町下之川地区においては、応募までに、同自治会連合

会からの要請により先進地を視察いただき、また、新最終処

分場に係る説明会を実施しました。 

 応募後は、下之川地区において、新最終処分場の建設に

関連する事項の調査研究を行うための連絡協議機関として、

自治会連合会役員、区役員、各自治会長、各自治会からの住

民代表者で構成される「津市新最終処分場の建設を考える協

議会」が設置され、同協議会の主催により下之川地区内で広

く参加者を募られ先進地視察を実施いただきました。 

更に、美杉町下之川地内に候補地を選定して以降は、同協

議会を通じ新最終処分場に関する説明、協議を重ね、その結

果、下之川地区自治会連合会と津市との間において、新最終

処分場の建設について合意に至ったことから基本協定を締

結し美杉町下之川地内を建設地として決定しました。 

 現在、下之川地区では自治会連合会役員、区役員、各自

治会長、各自治会からの住民代表者で構成される「津市新最

終処分場等建設及びまちづくり推進協議会」が設置され、円

滑かつ着実な事業の推進に向け御理解と御協力をいただい

ています。 

また、地権者の皆様には本事業に対し御理解をいただき、

現在、計画区域の 98％の用地を取得しました。 

14 2-2 

 

事業計画の策定 

三重県環境基本条例、土地

利用計画、施設計画などを検

討のうえ...とあるが、それ

以前、公開現地視察後、環境

工学、廃棄物行政、衛生工学

の 3教授等の意見がある。ま

ず下之川高山は道幅が狭く

拡幅工事が必要となり費用

は当初費用(134 億円)を上回

る。それに地層がやわらかい

のではないか？ 

それに対して白山町垣内

字峰山が比較的平坦地であ

り市街地からも距離が短

い...と人気が高かった..に

も拘らず  

なぜ教授等の意見を重視

しなかったのか？！ 

そして問題にもしなかっ

たのはなぜか 

解答を是非!! 

納得のいく解答を。 

新最終処分場建設候補地の選定には地元との合意形成が

最優先との考えから公募方式を採用しました。これは、新最

終処分場の立地に関し１０年余り交渉が難航し地元との合

意形成に至らなかった旧候補地（白山町三ケ野）での取組状

況を踏まえ実施に至ったものです。 

公募による候補地の選定にあたっては、学識経験者３名の

委員で構成される「新最終処分場候補地選定委員会」を設置

し、同委員会からの意見書をもとに候補地を選定しました。

意見書では、４箇所の応募地のうち公募要件を満たすことが

できない２箇所を選定の対象外とし、残る２箇所について、

地理的、地形的な面では、候補地までのアクセスや、候補地

周辺の道路状況から見て白山町垣内字南布引地内の土地の

方が優位とされ、関係者の理解が得られるかどうかという点

では、候補地選定段階において白山町垣内字南布引地内の候

補地に対しては周辺の複数の地域から反対の旨の書面等が

多数提出されている状況であったことから、美杉町下之川字

高山、西狭間地内の土地の方が優位とされました。 

市としては、「新最終処分場候補地選定委員会」からの意

見を踏まえ、地元との合意形成、現最終処分場の逼迫状況、

新最終処分場の整備に要する期間などを考慮したうえで、地

元協議会も設立され地域の協力が期待でき、最終処分場の早

期建設に向けた事業推進が望めるとして、美杉町下之川地内

を候補地に選定したものです。 
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表 11.1-2(15) 住民意見と事業者見解（環境影響評価全般） 

通し

No. 

受付

No. 
意   見 見   解 

15 2-3 

 

3.2.4 建設地決定までの経緯 

(平成 20年)2月 29日 2自治会から計

4箇所の応募あり 

各自治会を通じた「住民の賛否を取っ

た」とされるが全く説明がされず自治会

長の一存で賛成と意思表示した地区もあ

り、又かくも重大な事案を完全に地域住

民に伝えきれたとは云えず常会に出席し

た者のみで決済したケースもあり立案か

ら応募まで短期間で行われて、殆んど住

民は充分理解していなかった。 

この公募→応募の期間の短さは全く市

行政の意図したものであり、責められる

べきものである。 

津市の行政は住民のこと、どの程度考

えているのか。答えを! 

新最終処分場建設候補地の選定には地

元との合意形成が最優先との考えから公

募方式を採用しました。 

応募いただいた美杉町下之川地区にお

いては、応募までに、同地区からの要請

により先進地を視察いただき、また、新

最終処分場に係る説明会を実施しまし

た。 

応募後は、同地区において、新最終処

分場の建設に関連する事項の調査研究を

行うための連絡協議機関として、自治会

連合会役員、区役員、各自治会長、各自

治会からの住民代表者で構成される「津

市新最終処分場の建設を考える協議会」

が設置され、同協議会の主催により下之

川地区内で広く参加者を募られ先進地視

察を実施いただきました。 

更に、美杉町下之川地内に候補地を選

定して以降は、同協議会を通じ新最終処

分場に関する説明、協議を重ね、その結

果、下之川地区自治会連合会と津市との

間において、新最終処分場の建設につい

て合意に至ったことから基本協定を締結

し美杉町下之川地内を建設地として決定

しました。 

16 5-1 津市新最終処分場候補地公募によれ

ば、その土地概略面積は概ね 12ha 以上の

一団の土地の確保が出来る見込みが有る

ことに対して、下之川地区の新最終処分

場候補地申請書によれば概略面積は約

15ha となっています。私の聞きちがえで

なければ最終的に市が買収した面積は約

40.1ha、驚きました。どうしてその様な

余分とも思える広さの土地を買収する必

要が生じたのか、疑問に思います。その

間住民には何の説明も行われていませ

ん。その点くわしく御説明を御願い致し

ます。 

新最終処分場を整備させていただくに

あたっては、公園整備と併せて整備する

ことを条件に公募を行いました。 

最終処分場は、環境と共生する施設整

備を目指しています。 

その中で、現地のすり鉢状の地形を考

慮して尾根伝いの一団地として区域を決

定しました。 
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表 11.1-2(16) 住民意見と事業者見解（環境影響評価全般） 

通し

No. 

受付

No. 
意  見 見   解 

17 5-3 津市新最終処分場に係るバイパス道路

工事について 

下之川太作地域 ソウゾ（ソウズがな

まったものと思われる）付近には大きな

五輪塔（グリンさんと呼んでいます）が

確か一段高くなった場所に見受けられま

した。他に沢山の石塔（砂岩というのか

軟らかい石）のコナゴナに壊れたものが

無数に散らばり、以前には誰かが積上げ

たのかケルンの様なものも見受けられま

した。雑木林の中には比較的新しいと思

われる石碑も数基立っていましたが、先

日現地と思われる場所に行って見ました

が、場所が定かでないか残念ながら確認

する事が出来なかったのは、もしや工事

の前にでもそられを別の場所へ移された

のでしたら教えて頂きたいと思います。

三基のグリンさんは古くて歴史的なもの

と思われますので気がかりです。 

Ａバイパス道路等の整備事業は、県環

境影響評価条例の規模要件に該当しない

ため、対象事業に含めない。調査をして

もらえなかったのでしょうか。 

バイパス道路事業は「三重県環境影響

評価条例」平成 10 年 12 月 24 日、三重県

条例第49号に規定する対象事業には該当

しないため、環境調査は実施していませ

ん。 
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11.2 準備書に対する関係市町長意見と事業者見解 

環境影響評価準備書に対する津市長意見は提出されていない。 

 

 

 

 



 

11.3-1 

11.3 準備書に対する知事意見と事業者見解 

環境影響評価準備書に対する三重県知事意見及び事業者見解を表 11.3-1 に示す。 

 

表 11.3-1(1) 三重県知事意見及び事業者見解（総括的事項） 

三重県知事意見 事業者見解 

本事業は、水道水源の上流域に最終処分場を設置

する事業であることから、水質等に十分な配慮を行

ったうえで、環境保全措置を実施するとともに、事

業者自らが事業の詳細及び事後調査の結果等を公

表し、周辺住民等の安全、安心の確保に努めること。

対象事業実施区域は水道水源の上流域にあ

ることから、検討した環境保全措置を適切に

実施します。また事後調査を定期的に実施し、

結果を公表することにより、周辺住民等の安

全、安心の確保に努めます。 

本事業では、最終処分場に漏水検知システムを採

用することにしているが、安全のために、浸出水の

漏洩が確認された場合の対応策等、万が一の事態に

迅速に対応できるようにするためのマニュアル等

について整備しておくこと。 

漏水検知システムにより浸出水の漏洩が検

知された場合は、先ず、責任者への緊急連絡

を行うと同時に浸出水の漏洩の可能性から散

水を停止し、それ以上の浸出水の発生を抑制

します。次に、異常検知の原因究明を図り、

万一遮水工に損傷が確認された場合、迅速に

補修を行います。 

なお、具体的な対応内容や体制については、

竣工までにマニュアルを整備します。 

最終処分場では、埋め立て終了後においても、廃

棄物が安定化するまで排水処理施設の維持管理を

行う必要があり、また、その他防災調整池等の施設

全体についても管理を徹底すること。 

施設の管理については、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律をはじめ、その他関係法令

や本環境影響評価書の内容を遵守し、最終処

分場の埋め立て終了後においても、最終処分

場埋立地のほか防災調整池、散策路等を含め

た対象事業実施区域全体を本市の行政財産と

して適正に維持管理していきます。 

 

表 11.3-1(2) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・悪臭） 

三重県知事意見 事業者見解 

供用時の悪臭について、臭気を監視するための体

制を整えること。なお、臭気の監視は、周辺環境へ

の影響が最大となる時期と時間帯を考慮し、実施す

ること。 

臭気を監視するため、臭気パトロールを実

施します。調査地点は、敷地内の 4 箇所、大

気質予測地点 5 地点付近の道路上とし、施設

管理員等により、臭気強度(6 段階)、臭気の

種類等を観測します。 

調査時期は、敷地内については施設稼動時

の毎日とし、大気質予測地点 5 地点付近の道

路上については月 1 回とします。臭気パトロ

ール開始は、臭気の拡散が少なく、また、環

境への影響が考えられる扉を開閉する午前９

時以降の早い時間帯とします。 
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表 11.3-1(3) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・騒音・振動・低周波音） 

三重県知事意見 事業者見解 

事業実施区域周辺は一般車両の走行が少ない地

域であり、工事用車両の走行による騒音及び振動の

環境への影響が懸念されることから、工事用車両の

運行の分散等、可能な限り騒音、振動の影響の低減

に努めること。 

 

工事用車両の騒音及び振動の予測結果で

は、基準又は目標を満足するものの、一般交

通量が少ない県道を大型車が通行するため、

影響を可能な限り低減する必要があると考え

ています。そのため、環境保全措置として、

工事用車両運行時期の分散、工事用車両の運

行方法の指導を行います。 

工事用車両運行時期の分散では、建設工事

発注後の運行計画立案時において、工事用車

両が集中することをできるだけ避けるよう検

討します。道路幅員が狭い箇所においては交

通整理要員を配置して、交互通行、最徐行運

転の徹底を行います。 

運行方法の指導では、横断歩道位置、交互

通行箇所、最徐行箇所等の周知及び法令遵守

の徹底を行い、交通安全の徹底及び環境影響

の低減を図ります。 

また、道路交通騒音に係る事後調査では、

ピーク時の測定を予定していましたが、工事

開始の平成 25 年度から工事完了の平成 30 年

度までの毎年実施します。 

発破作業に伴う騒音及び振動の影響を評価する

にあたっては、適切な目標値を設定し、予測結果が

目標値を超過する場合には、環境保全措置を実施す

ること。 

「発破振動・騒音・低周波音の規制値に関

する提言（数値の提案）」火薬学会、1994 に

基づき、基準又は目標する値を、騒音：96dB、

振動：60dB としました。 

施工計画立案時には、段当りの薬量、発破

方法を詳細に検討し、発破実施時には振動測

定により影響を把握することにより、薬量、

発破方法等影響の小さいものを選定する予定

です。 

埋め立て作業及び施設の稼動に伴う騒音対策と

して、被覆施設を設置し、低減を図る計画になって

いるが、被覆方法や材質等を明らかにしたうえで、

その効果を定量的に示すこと。 

埋立地は覆蓋施設で覆う計画であり、屋根

材及び壁材はガルバリウム鋼板（亜鉛・アル

ミニウム合金メッキ鋼板）を予定しています。

また、浸出水処理施設は、建屋内に設置する

計画であり、壁材はＡＬＣ(軽量気泡コンクリ

ート)を予定しています。音源は建屋に覆われ

ることから、質量則に基づく透過損失を考慮

して騒音伝播を予測しました。予測評価の結

果、基準又は目標と整合が図られているもの

と評価しました。 

低周波音については、最新の知見に基づいて、再

度、予測、評価を実施すること。 

低周波音の調査結果は、Ｇ特性音圧レベル

及び 1/3 オクターブバンド音圧レベルで整理

しました。 

また、施設の供用・稼動に伴う影響の評価

は、「心身に係る苦情に関する参照値」（「低周

波音問題対応のための「手引」）環境庁で示さ

れているＧ特性音圧レベルで評価しました。
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表 11.3-1(4) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・水質） 

三重県知事意見 事業者見解 

濁水の予測に用いる降雨強度が、現地の調査結果

の降雨強度よりも小さいことから、現地の調査結果

に基づく数値を使用し、再度、予測、評価を実施す

ること。 

濁水調査日における日降水量の時間平均値

及び時間降水量の最大で濁水の予測評価を実

施しました。予測の結果、浮遊物質量濃度は

濁水調査における現況濃度と同程度又は低い

濃度となりました。 

工事の実施に伴う濁水等の評価については、放流

先河川の水生生物に与える影響を考慮し、目標値と

して水産用水基準を用いることを検討すること。 

「生活排水の排水に伴う環境基準及び農業

用水基準の項目に対する影響」の評価におい

て、「水産用水基準」（2005 年版、社団法人日

本水産資源保護協会）を併記して、評価しま

した。 

 

表 11.3-1(5) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・地下水） 

三重県知事意見 事業者見解 

事業実施区域周辺には、民間による井戸の利用が

あることから、事業実施区域と民間井戸の間の表流

水、地下水の流動形態を明らかにするとともに、事

後調査で、事業の実施に伴う影響についても確認す

ること。 

現地調査結果に基づき、対象事業実施区域

の改変部から民間井戸が分布する下之川集落

へ至る間の表流水、地下水の流動形態を明ら

かにしました。 

本事業の実施の影響を把握するため、観測

井戸及び民間井戸において定期的に事後調査

を実施します。 

 

表 11.3-1(6) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・地形及び地質） 

三重県知事意見 事業者見解 

活断層の土地の安定性に及ぼす影響について、予

測、評価が行われていないことから、ボーリング調

査及び現地踏査等の既存の調査結果を用いて、再

度、予測、評価を実施すること。 

活断層の土地の安定性に及ぼす影響につい

て、貯留構造物の耐震設計の内容等の事業計

画を勘案して定性的に予測評価しました。 
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表 11.3-1(7) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・植物・動物・生態系） 

三重県知事意見 事業者見解 

植物の重要種の移植にあたっては、他事業の事例

や文献等を調査し、生育地と移植先の環境を十分に

把握したうえで、適切な移植先を選定して実施する

こと。 

エビネ、キンランの移植では他事例の文献

等を調査して具体的な移植方法を検討して移

植を実施します。移植にあたっては学識経験

者の指導を受け、移植の成功に努めます。ま

た、移植後は 5 年間は追跡調査を実施して移

植後の生育状況を確認します。 

準備書には、郷土種により緑化を行うと記載され

ているが、用いる樹種については可能な限り三重県

産とし、また、産地を明らかにすること。なお、緑

化に用いる樹種の一部に、スギ、ヒノキが計画され

ているが、自然環境やレクリエーションの場として

の観点から、それらの樹種についても、再度、検討

すること。 

植栽樹種はアカマツ、モミ、ケヤキ、コナ

ラ、クリ、アラカシ、ツブラジイ、エゴノ 

キ、マンリョウ等を計画していますが、い

ずれの樹種も三重県産の苗木が調達可能であ

ることから、郷土種として植栽を行います。

また、最終処分場と併せて整備する公園緑

地についても、広葉樹を中心とした里山とし

て維持管理することとしているため、全体的

なバランスも考慮してスギ、ヒノキの植栽は

行わないこととします。 

シカの食害による緑化後の植物への影響が懸念

されることから、食害防止対策を実施すること。 

 

造成区域の植栽に対するシカの食害防止策

として、最終処分場等施設周辺においては、

施設管理面から設置施設の周囲をフェンスで

囲い、これによりシカの侵入を防ぎ食害を防

止します。また、自然公園内における散策路

の植栽の保護には苗木用の獣害ネット等を設

置し食害を防止します。なお、苗木植栽後の

管理については、定期的な巡回により監視を

行い、食害にあった場合は、年次計画を立案

の上、必要に応じて補植を行っていきます。

住民意見の中に、準備書に記載されていない植物

の重要種の確認の報告があることから、この事実を

確認したうえで、必要に応じて環境保全措置を実施

すること。 

植物の重要種の生育については事後調査を

実施して生育状況を確認します。なお、植物

の重要種の生育が確認された場合の保全対策

に資するため、調査は早期に着手します。 

照明設備の設置に伴い、ライトトラップ法で確認

された昆虫類に影響が及ばないように環境保全措

置を実施すること。 

走行性の強い昆虫類への影響をより少ない

ものとするため、野外照明は設置しない方針

で設計を行います。 

動物の重要種の移動を検討する場合には、移動先

の適地の選定または生息環境の整備に時間を要す

ることから、早急に事業実施区域周辺における重要

種の生息状況について確認すること。また、動物の

重要種を移動させる場合には、事後調査で、その生

息状況について確認すること。 

アカハライモリ、ヒキガエル、オオコオイ

ムシ、キジロオヒキグモは対象事業実施区域

内に適地を選定して移動します。移動予定地

は、既存の生息地や同様の生息環境を呈する

地点を選定します。移動予定地の環境の整備

が必要な場合は環境を整備します。これらの

保全措置は早期に実施して移動の成功に努め

ます。また、移動後の 5 年間は事後調査を実

施して対象事業実施区域及びその周辺約250m

範囲における生息状況及び生息環境の変化を

記録します。 
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表 11.3-1(8) 三重県知事意見及び事業者見解（個別的事項・植物・動物・生態系） 

三重県知事意見 事業者見解 

クマタカについては、繁殖状況だけでなく採餌状

況についても確認し、事業の実施に伴う餌の減少等

による影響を評価したうえで、適切な環境保全措置

を講ずること。また、事後調査においても、繁殖状

況だけでなく採餌状況についても確認すること。 

これまで実施した調査の結果、対象事業実

施区域はクマタカ Aつがいの 95％行動圏に含

まれるもの、採餌行動やとまりが確認された

位置は対象事業実施区域の外にあります。こ

のため、事業実施に伴い餌生物に及ぼす影響

はないと評価されます。 

しかし、クマタカＡつがいは営巣地を変え

る可能性があるため、早期に事後調査に着手

して行動圏及び行動圏内部構造の把握に努

め、改変区域と営巣木や行動圏内部構造との

関係から必要に応じて保全措置を講じます。

また、事後調査ではこれまでの調査と同様に

採餌行動も記録します。 

ツミ等、事業実施区域及びその周辺に営巣してい

る鳥類の重要な種についても、繁殖状況等の事後調

査を実施し、事業の実施に伴う影響が見られる場合

には、環境保全措置を検討すること。 

クマタカＡつがい、サシバの事後調査では、

重要種に該当する猛禽類は全て記録します。

また、定点観察で確認された重要な鳥類は全

て記録にとどめ報告します。調査期間は、ク

マタカＡ、サシバの調査期間と同様に供用開

始後 2年間まで実施します。 

希少猛禽類調査は、学識経験者の指導を受

け、適宜見直しを行いながら実施します。 

  

 


